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第五次行橋市総合計画実施計画
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【総合計画の構成】

平成２４年度 　 令和３年度

　　　　　・　・　・　以降、毎年実施計画の見直しを行う

○　総合計画の構成と各計画年数

○　施策評価の目的とマネジメントサイクルの確立

　　　　づいて、実施計画の見直しを行うことにより、しっかりとしたＰＤＣＡ（計画・実行・検証・見直し）のマネジメントサイクルが確立されることとなります。

　　　　　総合計画とは、すべての分野における行財政運営の基本となる地方自治体の“最上位計画”であり、本計画は下記のとおり、

　　　　「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層で構成されています。

　　　　　施策評価とは、基本構想の施策の体系に基づき、今後取り組むべき主要な施策を各分野にわたって定めている『基本計画（前期・後期各５ヵ年）』を施策

　　　　毎に毎年、点検・評価することです。そうすることで、総合計画全体の進捗状況や到達点をチェック（進捗管理）していくことが可能となり、またその結果に基

基本構想

基本計画

実施計画

本市の特性、市民のニーズ及び直面する課題等を検討し、将来像や基本目標、そして、それを実現す
るための施策の体系等を示すものです。

平成２４年度～令和３年度 【１０ヵ年】

基本構想の施策の体系に基づき、今後取り組むべき主要な施策を各分野にわたって定めるものです。

（前期）平成２４年度～平成２８年度 【５ヵ年】

（後期）平成２９年度～令和 ３年度 【５ヵ年】

基本計画に示した主要施策に基づき、具体的に実施する事業を定めるものです。

（計画期間 ３ヵ年 ただし、１年ごとに見直しを行う）

基本構想 【１０ヵ年】

（前期） 基本計画 【５ヵ年】 （後期） 基本計画 【５ヵ年】

実施計画 【３ヵ年】

実施計画 【３ヵ年】

実施計画 【３ヵ年】



　　　　　（１）　実施計画事業は、第五次総合計画施策の体系図で示された各施策項目単位順に掲載しています。

　　　　　　　　（体系図については次ページ参照）

　　　　　（２）　事業費について、令和元年度については予算現額を、令和２年度については当初予算額を、令和３年度については計

　　　　　　　　画額を記載しています。ただし、計画額については実施計画策定時の予定事業費です。そのため、予算査定の過程で、厳

　　　　　　　実施計画は、基本計画に示した主要施策に基づき、具体的に実施する事業を定めるものであり、事業の優先順位や具体的な

　　　　　　事業内容、財源等を示すことにより、予算編成の指針となるものです。３ヵ年計画として策定し、ローリング方式（毎年見直す方式

　　　　　　）により毎年見直しを行い、目標数値（指標）との連携を図って、総合計画の進行管理を行います。

○　実施計画の対象事業

○　実施計画書

　　　　　　この計画の対象事業は、第五次行橋市総合計画の基本計画に位置づけられた下記の事業とします。

　　　　　　（１）　総合計画で掲げた各施策の目標を達成するために市が実施する主要な事業及び政策的事業

　　　　　　（２）　新規事業

　　　　　　　　しい財政状況や計画策定後の事業の進捗状況を考慮し、更に精査を行っていきます。




